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国際法の研究を始めた当初から、国際

人権法の分野を専門としてきました。伝

統的国際法の下では、個人の基本的人権

の保障の問題は、専ら各国家が排他的に

管轄すべき事柄（国内管轄事項）であっ

て、国際法の規律対象ではないとされて

きました。しかし、とりわけ第二次世界

大戦後、国家に人権保障を義務づける条

約（人権条約）が多数締結され、人権が

国内法だけでなく国際法の問題としても

認識されるようになり、更に国家の人権

保障義務履行を監視する仕組み、とりわ

け人権を侵害されたと主張する個人が国

を相手取って国際機関に訴えを起こすこ

とができる仕組みも出来上がってきまし

た。

このようにして国際法に、国際人権法

という分野が確立してきたのですが、私

はまず国家の緊急事態における人権保障

に関する国際人権法上の論点の検討から

研究を始め、そこから公正な裁判を受け

る権利や表現の自由などの問題にも関心

をもってきました。

現在、研究の主な対象としているのは、

欧州（EU）の出入国管理・庇護政策です。

国境を越えた人の移動は古くて新しい問

題ですが、今日の国際社会においても、

独裁的な政治体制や武力紛争などが原因

となって国外に逃れざるを得ない人々や、

国家間の経済格差を背景に、より多くの

収入や豊かな生活を求めて外国を目指す

人々が多くいることはご存知だと思いま

す。そのうち特に前者の人々は難民や避

難民と呼ばれます。難民問題が国際法上

の問題となったのは、ロシア革命等にお

いて政治難民が大量に発生して以来のこ

とですが、第二次世界大戦後は1951年の

難民条約や、国連難民高等弁務官事務所

（UNHCR）などの国際機関の活動を通じて

一定の難民保護が図られています。更に

近時、難民の国際的保護は人権条約上の

問題ともなっています。国家が外国人を

追放する場合、追放先国でその人が人権

条約の禁ずる拷問や非人道的取扱いを受

けるおそれがあると認められるならば、

追放を行う国に人権条約違反が生ずる、

とされるようになっているのです。

EUでは、域内における人の自由移動を

確立する一方で、出入国管理や難民保護

（庇護）の分野での共通の法制度を作り

上げる試みがなされてきました。それは

共通欧州庇護システム（CEAS）と呼ばれ

ていますが、難民条約や欧州人権条約等

に基づく、難民の資格設定や受入れ、そ

のための手続等がEU法として定められる

ようになっています。しかしCEASは、多

くの課題を抱えています。ここで詳しく

述べる暇はありませんが、例えば2015年

に生じたシリア等からの大量の難民の流

入は、構成国の連帯に基づく難民受入れ

の適正な配分を目指すCEASを大いに揺る

がせました。現在はそれを受けた改革が

試みられているところです。日本は、と

もすれば難民の受入れについて消極的で

あるという批判を受けていますが、この

ようなEUの制度や動きは、日本の出入国

管理や難民保護を考えるうえで色々な意

味で参考になると考えています。
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